
書式第 1号 (法第 10条 。第23条関係) 設立・役員壼
=用

役員名簿 (m名鳳
“
のうち田観け‐の額)

特定葬営利活動法人 アニマルチャリティジャバン

1 確口事項 (法第20集及び第21条を確日の上、チェックを入れてください.)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)
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